
保険料率改定の基礎資料について 

令和７年１１月 

（一部の数値について、現時点では数値が確定していないため、空白で資

料を作成しています） 

資料№１－１ 



保険料率の算定方法

後期高齢者医療にかかる費用（医療機関等で支払う患者負担分を除く）

国・県・市町村の公費
（約5割）

現役世代からの支援金
（約4割）

保険料
（約1割）

保険料率はおおむね２年を通じて財政の均衡を保つことができるよう、各広域連合が２年ごとに費用と収入の総額を見込
んで算定し決定する。令和７年度は、次期（令和８・９年度）保険料率の改定年度となる。

保険料で賄う割合が２年毎に後期高齢者負担率で定められる

賦課総額
2,340

億円

【等しく全員が負担】
均等割総額
1,053億円

【所得に応じて負担】
所得割総額
1,287億円

均等割額＝均等割総額÷被保険者数

４５，９３０円

【R6･7年度保険料率の場合】

所得割率＝所得割総額÷被保険者全員の所得の合計

９．０３％

４５％

５５％

保険料額（年額）
（賦課限度額80万円）

均等割額
45,930円

所得割額
賦課のもととなる所得金額×

所得割率9.03%

○均等割と所得割の割合は50：50が原則だが、令和６・７年度は、均等割額に制度改正に伴う増加が生じないよう均等割と所得割の比率が調整され、
４８：５２となった

○広域連合間の被保険者の所得格差による財政不均衡を是正するため、１人当たりの平均所得が全国平均よりも高い県は、国の「調整交付金」が減額される
○１人当たり所得が全国平均よりも１３％ほど高い埼玉は調整交付金が減額され、その分保険料の賦課総額が増加し、均等割と所得割が４５：５５となっている。

個人単位で賦課

 １



過去の保険料率改定の状況

H30・R1H28・29H26・27H24・25H22・23H20・21年 度

４１，７００円４２，０７０円４２，４４０円４１，８６０円４０，３００円４２，５３０円①均 等 割 額

７．８６％８．３４％８．２９％８．２５％７．７５％７．９６％②所 得 割 率

７３，６６１円７４，１５１円７４，１４９円７５，２４５円７１，７３０円７５，８６６円
③軽減後１人当た
り保険料額

６２万円５７万円５７万円５５万円５０万円５０万円④ 賦 課 限 度 額

１０７億円９０億円６７億円７５億円８９億円なし⑤剰余金活用額

R６・７R４・５R2・３年 度

４５，９３０円４４，１７０円４１，７００円①均 等 割 額

９．０３％８．３８％７．９６％②所 得 割 率

８５，８８８円７９，７５６円７５，１１５円
③軽減後１人当た
り保険料額

８０（７３）万円６６万円６４万円④ 賦 課 限 度 額

１７５億円１３６億円１５２億円⑤剰余金活用額

※③は被保険者実態調査による。R6・７は料率改定時における平均保険料額の見込額。

※R６・７の④賦課限度額は、R６が激変緩和措置により７３万円、R７が８０万円。

 ２



医療保険制度改革による後期高齢者医療制度への影響

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（R6～）

～全ての国民が、年齢に関わりなく、その負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うよう制度を見直し～

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律～こどもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組み～（R８～）

①後期高齢者負担率の見直し

「後期高齢者一人当たり保険料」と「現役世代一人
当たり後期高齢者支援金」の伸び率が同じになるよ
う設定方法を見直し

②出産育児一時金の費用の一部支援

後期高齢者医療制度の支援割合は、対象
額の７％
高齢者負担の激変緩和の観点から、令和

６・７年度のみ負担額を１／２

③賦課限度額の引き上げ

収入が高い方は、保険料負担の年間上
限額（賦課限度額）について、段階的に引
き上げられる。

被保1人当たり
（年間）

うち埼玉
（２年間）

後期全体
（２年間）

６１６円14.1億円26０億円

令和6･7年度出産育児支援金
R７R６R４・５R２・３年度

８０万円７３万円６６万円６４万円
賦課
限度額

児童手当等のこども・子育て世帯向けの給付に必要な費用に充てるため、各保険

者は子ども・子育て支援納付金を令和８年度から拠出する。

そのため、保険料とあわせて子ども・子育て支援金を被保険者から徴収する。

なお、支援金は保険料と区分して設計されるべきものであるため、保険料（医療

分）と支援金（こども分）は分けて算定される。
８％ ９２％

R8＝おおむね6,000億円
R9＝おおむね8,000億円
R10＝おおむね１兆円

子ども・子育て支援金に関する国の試算（医療保険加入者1人当たり平均月額）

R10見込R9見込R８見込

３５０円２５０円２００円後期高齢者医療

４００円３００円２５０円市町村国保

５００円４００円３００円被用者保険
 ３



（参考）関東（１都６県）の令和６・７年度の保険料率改定状況 

広域連合 
均等割額(円) 所得割率(％) 平均保険料額 

R４･５年度 増減 R６･７年度 全国順位 R４･５年度 増減 R６･７年度 全国順位 年額※ 全国順位 

茨城県 46,000 1,500 47,500 33 8.50 1.16 9.66 32 77,790 24 

栃木県 43,200 2,400 45,600 42 8.54 0.30 8.84 44 70,674 36 

群馬県 45,700 3,400 49,100 29 8.89 1.18 10.07 26 73,614 30 

埼玉県 44,170 1,760 45,930 39 8.38 0.65 9.03 41 85,872 10 

千葉県 43,400 400 43,800 46 8.39 0.72 9.11 40 83,916 13 

東京都 46,400 900 47,300 35 9.49 0.18 9.67 31 111,348 1 

神奈川県 43,100 2,800 45,900 40 8.78 1.30 10.08 23 106,410 2 

※ 平均保険料額・年額は、厚生労働省報道発表資料(月額)に 12 を乗じて算出した額。
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＜１人当たり医療給付費＞ 

年  度 R2 年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

医療給付費総額 7,142 億円 7,486 億円 7,903 億円 8,400 億円 8,859 億円 

伸び率 ▲1.73% 4.82% 5.57% 6.29% 5.45% 

被保険者数※ 950,401 人 971,351 人 1,020,399 人 1,067,977 人 1,111,160 人 

伸び率 2.51% 2.20% 5.0５% 4.66% 4.04% 

１人当たり給付費 752,401 円 773,099 円 777,842 円 789,250 円 799,621 円 

伸び率 ▲4.30% 2.75% 0.6１% 1.47% 1.31% 

※ 被保険者数は４月～３月ベース。１人当たり給付費を算出する際の被保険者数は３月～２月ベースのため、医療給付

費総額を被保険者数で除しても、１人当たり給付費と一致しない。 

参考－３



＜保険料率の上昇を抑制するために活用できる財源＞ 

ア 保険給付費支払基金（剰余金）

【保険給付費支払基金の推移】 

年 度 H25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R1 R2 R3 R４ R５ R６ R7 見込 

年度末 

残 高 
82 億円 141 億円 156 億円 182 億円 163 億円 190 億円 162 億円 150 億円 156 億円 165 億円 198 億円 142 億円 112 億円

【保険料率改定時の活用状況】 

改定区分年度 H 26･27 H 28･29 H30･R1 R2･３ R４･５ R６･７ R8･9 

前年度末残高 82 億円 156 億円 163 億円 162 億円 156 億円 198 億円 112 億円 

活用見込額 67 億円 90 億円 107 億円 152 億円 136 億円 175 億円 

イ 財政安定化基金

○ 財政安定化基金は、医療費の急激な増加や保険料収納率の悪化による財源不足等に備え、財政の安定

化を図るため、県に設置された基金（国・県・広域連合が１：１：１の割合で拠出）

○ 平成２２年度の法改正により、保険料率の増加抑制のために活用することが可能となった。この基金

を活用する場合は、国・県との協議が必要。埼玉県広域ではこれまで活用実績なし

【財政安定化基金の推移】 

年 度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R３ R４ R５ R６ 

年度末 

残 高 
84 億円 92 億円 99 億円 100 億円 100 億円 100 億円 101 億円 101 億円 101 億円 10２億円 10２億円 102 億円 
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